
別添 

 

仕 様 書 

 

１ 件名 

平成２８年度全国高等学校総合体育大会広島市実行委員会事務局用ノートパソコン及びその付属物

の賃貸借 

 

２  賃貸借物件の使用場所 

広島市中区大手町四丁目４番４号 広島市立大手町商業高等学校内２階 

平成２８年度全国高等学校総合体育大会広島市実行委員会事務局の予定場所 

 

３  賃貸借契約期間 

契約締結日から平成２８年９月３０日まで 

 

４  賃貸借物件の数量及び仕様 

 ⑴ ノートパソコン １３台 

 ⑵ ノートパソコンの仕様 

  ① 本体 

項 目 機 能 

サイズ Ａ４ファイルサイズ（ノート型） 

ＣＰＵ Celeron 3250U 1.5GHz 以上 

メインメモリ 2GB以上 

ディスプレイ 15.6インチ以上 

ハードディスク 500GB以上 

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ（DVD-ROMの書込み対応） 

ＵＳＢ USB2.0 × 2個以上 

ＬＡＮ（有線） 100Base-TX以上 

盗難対策措置 セキュリティワイヤー等を全台分用意すること 

    

② ソフトウエア 

項 目 機 能 

ＯＳ Windows７ Professional 32ビット 

ブラウザ Internet Explorer 11 

文書作成・表計算等ソフト Office standard2013 

ウイルス対策ソフト Symantec Endpoint Protection 12 同等品以上 

図表作成ソフト※ Visio Standard 2013 

その他 

アドビ製 Adobe Reader 

アドビ製 Adobe Flash Player 

圧縮解凍ソフト Lhaz 

ジャストシステム製 一太郎ビューア 

アタッシュケース 

     ※ 図表作成ソフトは、1台のみに使用 

 

③ 付属品 

項 目 機 能 

マウス USB光学式マウス（スクロール機能付きで上記機種に対応したもの） 

 

 



５ 納入に際しての条件等 

⑴ 納入について 

ア 納入日程については発注者と十分に協議を行った後に、発注者の業務に可能な限り支障の無い

日時等で実施すること。 

イ 別添レイアウト図のとおりノートパソコンを接続し、ソフトウエアのインストール、インター

ネット、メール、ＬＡＮネットワークの諸設定を行い、使用可能な状態にすること。 

なお、コピー機、プリンター、外付けハードディスク、モデム、インターネットプロバイダー

は発注者が用意するものを使用し、接続・設置に関して必要となるＬＡＮケーブル等の部材は全

て受託者が負担すること。 

  ウ 接続・設定後は、ハードウエア、ソフトウエアのそれぞれの仕様を満たす動作であるかを確認

すること。また、賃貸借期間は正常に動作することを保証しなければならない。 

エ ケーブルは正常に運用できるものを受注者が選定及び設備する。フロア上に露出配線を行う場

合はケーブルを保護すること。 

オ 事務机の位置などの作業スペース等を考慮し、必要に応じルーター、ＨＵＢ（ハブ）を設置す

ること。 

⑵ 保守等について 

 ア 賃貸借期間は、ハードウエア・ソフトウエアに精通した保守要員を確保して保守体制を整える

こと。 

イ 常に良好な状態で使用できるように、不具合が生じたときには速やかに対応すること。その際、

出張費、部品調達費、修理費を要求することなく対応すること。 

 ウ 修理は、出張修理と引き取り修理を基本とし、引き取り修理の場合は修理完了までの間、当該

機種と同等以上の性能を持つ、代替機を無償で提供すること。 

エ 賃貸借終了までのパソコンを扱う作業において、情報セキュリティ確保のため万全の対策を講

じること。 

 

 

６ 賃貸借期間終了時の取り扱い 

⑴ 賃貸借期間の終了時は、速やかに賃貸借品（ノートパソコン、ルーター、ＨＵＢ（ハブ）、ケー

ブルの保護材、マウス等）を搬出すること。 

⑵ ノートパソコンの返却に際しては、記録されている電子情報を全て消去し、復元できない状態に

した上で、その旨を書面で報告すること。 

 

７ その他 

⑴ 受託者は、その責めに帰すべき理由により、発注者に損害を与えたときは、発注者の認定に基づ

き、その損害を賠償しなければならない。 

⑵ 受託者は、従業員に身分証明書を携帯させるとともに、名札を着用させること。 

⑶ 受託者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委任し、若しくは請け負わせてはならない。ただ

し、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、当該委託業務の一部を第三者に委任し、又

は請け負わせることができる。 

⑷ 業務の実施に当たっては、労働関係諸法その他関係法規を遵守すること。 

⑸ 契約を履行する上で知り得た情報に関して、次の事項を遵守すること。 

ア 受託者は、発注者の業務に関し知り得た情報について、その秘密を厳守し第三者への漏洩を防止

するとともに、必要かつ十分な管理的措置を施すこと。 

イ 業務の従事者は、業務の履行に際して知り得た発注者の情報を契約の存続期間は言うに及ばず、

契約の終了後及び解除後においても、第三者に漏らしてはならない。 

⑹ この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じたときは、発注者と受託者が協議の上、決定するも

のとする。 


